


 

（法第28条第１項関係様式例）※事業報告書等提出用	
	

平成２９年度事業報告書	
平成２９年４月１日から	 	 平成３０年３月３１日まで	

	

特定非営利活動法人アラヌエボ	 	

１		事業の成果	

	 	 環境整備（グランド芝の管理）を積極的重点的に行い、地域利用者や、地域で請けた合

宿利用者のグランド利用増加があった。	

	

２		事業の実施に関する事項	

(1)	特定非営利活動に係る事業	

事	 業	 名 
(定款に記載
した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施
日時 

(B)当該事業の実施
場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象
者の範囲 

(E)人数 

事業費の	 金	 	

額 
(単位：千円) 

スポーツ関連施設

に関る受託業務 
（グランド管理 
	 	 	 委託事業） 

スノーハープの芝の管理 
（消毒、液肥） 

6月及び 10月（２回） 
スノーハープ競技場 
３名 

白馬村	

競技場利用者	

239	

スポーツ 
	 	 	 フィールド

の貸出 
（グランド事業）	

グランド運営及び管理整備事業 5月～11月 
村内 
60名 

村内・村外	

利用者	

600 名 

538 

	

(2)	その他の事業（特定非営利活動に係る事業以外の事業）	

事	 業	 名 
(定款に記載
した事業) 

具体的な事業内容 
(A)当該事業の実施日時 
(B)当該事業の実施場所 
(C)従事者の人数 

事業費の	 金	 	

額 
(単位：千円) 

運動用品及びその 
他関連用品の販売 

今年度の実施なし 実施なし なし 

飲食店事業及び 
物品販売 

今年度の実施なし 実施なし なし 

	

（記載上の注意事項）※この事項は、提出する様式に記載する必要はありません。	

１	 「２事業の実施に関する事項」は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業

について区分を明らかにして記載してください。	

	 	 なお、法人税法上の収益事業と非収益事業の区分ではありませんのでご注意ください。	

２	 	 ２の(1)は、事業ごとに定款の事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数、受

益対象者の範囲及び人数並びに支出額をそれぞれ記載してください。	

３	 	 ２の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記

載してください。	

４	 	 ２の(2)は、事業ごとに定款の事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び

支出額をそれぞれ記載してください。	

また、定款上で「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施し

なくても、必ず「実施しなかった」と記載してください。	
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（資金収支の部）

Ⅰ．経常収入の部

１．会費・入会金収入

賛助会員年会費収入

正会員会費収入 132,000

法人会員賛年会費収入

競技団体年会費収入

利息・雑収入 2 132,002

２．事業収入

スポーツイベント支援事業

グランド運営事業収入 100,000

グランド管理委託事業 404,352 504,352

３．寄付金・助成金収入

寄付金収入 140,000

助成金収入 140,000

経常収入合計（Ａ） 776,354

Ⅱ．経常支出の部

１.事業費

グランド運営事業費

外注費

地代 200,000

リース料 34,560

旅費交通費

修繕費

水道光熱費 56,132

減価償却費 249,250

消耗品費

租税公課

支払い手数料

工事費

雑費 2,923 542,865

特定非営利活動法人アラヌエボ

金額（単位：円）科目・摘要

平成29年度　特定非営利活動に係る活動計算書
平成29年4月1日～平成30年3月31日
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特定非営利活動法人アラヌエボ

金額（単位：円）科目・摘要

平成29年度　特定非営利活動に係る活動計算書
平成29年4月1日～平成30年3月31日

グランド管理委託事業費

雑給 54,000

リース料

消耗品費 185,840

支払い手数料

租税公課

雑費 239,840

スポーツイベント支援事業費

0

２．管理費

雑給 20,000

通信費 4,622

保険料 8,750

租税公課

荷造運賃

事務用品費

広告宣伝費

支払い手数料 1,450

支払い利息 33

雑費 800 35,655

経常費用計（Ｂ） 818,360

当期正味財産増加額（C）＝（A）－（B） ▲ 42,006

前期繰越正味財産額（D） 2,796,429

当期正味財産合計（C）＋（D） 2,754,423



科　目・摘　要
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　　　　現金預金
　　　　　　　現金　　現金許有高 0
　　　　　　　普　　通　　預　　金 371,739
　　　　　　　未　　　 収　 　　金 24,000
　　　　　　　　　　　流動資産合計 395,739
　２　固定資産
　　　　　　　構　　　築　　　物 2,358,684
　　　　　　　　　　　固定資産合計 2,358,684
　　　　　　　　　　　　　資産合計 2,754,423
　Ⅱ　負債の部
　　１　流動負債
　　　　　　　短　期　借　入　金 0
　　　　　　　未　　　払　　　金 0
　　　　　　　預　　　り　　　金 0
　　　　　　　　　　　流動負債合計 0
　　２　固定負債
　　　　　　　長　期　借　入　金 0
　　　　　　　　　　固定負債合計 0 0
　　　　　　　　　　　　負債合計 0
　Ⅲ　正味財産の部
　　　　　　　前期繰越正味財産 2,796,429
　　　　　　　当期正味財産増加額（減少額） ▲ 42,006
　　　　　　　正味財産合計 2,754,423
　　　　　　　負債及び正味財産合計 2,754,423

１．重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却について
有形固定資産については定額法を採用している。
（２）資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金・未収金・未払い金・預かり金・短期借入金を含めている。なお、当期首及び当期末残高は
下記２に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額の内容は次のとおりである

科目 当期首残高 当期末残高
現金預金 159,895 371,739
未収金 60,000 24,000
合計（イ） 219,895 395,739
短期借入金 0 0
長期借入金 0 0
未払金 0 0
預り金 0 0
合計（ロ） 0 0
次期繰越収支差額（イ）－（ロ）  219,895  395,739
３．固定資産の取得額減価償却累計及び当期末残高は次のとおりである

科目 取得価格 減価償却累計額 当期末残高
構築物 6,101,053 3,742,369 2,358,684
合計 6,101,053 3,742,369 2,358,684

金　　　　　額　（単位：円）

平成29年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人アラヌエボ



Ⅰ．資産の部

１．流動資産

現金預金

現金 0

普通預金　八十二銀行白馬支店 366,582

ＪＡ大北　白馬支所 5,157

未収金 24,000

流動資産合計 395,739

２．固定資産

構築物

グランド整地工事 1,876,895

ナイター照明移設工事 1

北側ネット工事 1

スプリンクラー 6,837

井戸 474,950

固定資産合計 2,358,684

資産合計 2,754,423

Ⅱ．負債の部

１．流動負債

短期借入金 0

未払い金 0

預かり金 0

流動負債合計 0

２．固定負債

長期借入金 0

固定負債合計 0

負債合計 0

正味財産 2,754,423

特定非営利活動法人アラヌエボ

金額（単位：円）科目・摘要

平成29年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成30年3月31日現在





科目 金額：円

Ⅰ　収入の部

　１　売り上げ 0

当期収入合計（Ａ） 0

前期繰越収支差額 0

　　　　　　 収入合計（Ｂ） 0

Ⅱ　支出の部

　１　仕入れ 0

　　　　当期支出合計（Ｃ） 0

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 0

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 0

科　目・摘　要

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　　　現金預金

　　　　　　　現金　　現金許有高 0

　　　　　　　普　　通　　預　　金 0

　　　　　　　　　　　流動資産合計 0

　２　固定資産

　　　　　　　　　　　固定資産合計 0

　　　　　　　　　　　　　資産合計 0

　Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

　　　　　　　　　　　流動負債合計 0

　　２　固定負債

　　　　　　　　　　固定負債合計 0

　　　　　　　　　　　　負債合計 0

　　　　　　　　　　　　正味財産 0

平成29年度　その他の事業　貸借対照表
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人アラヌエボ

金　　　　　額 （単位:円）

平成29年4月1日～平成30年3月31日

特定非営利活動法人アラヌエボ

備考

29年度アラヌエボ　その他の事業　活動計算書



  

（法第28条第１項関係様式例）	

前事業年度の役員名簿	

	

平成２９年４月１日から				平成３０年３月３１日まで	

	

特定非営利活動法人	 アラヌエボ	 	

役	 名	 氏	 名	 住所又は居所	
前事業年度に	

おける就任期間	
報酬を受けた期間	

	

理	 事	

	

	

	

理	 事	

	

	

	

理	 事	

	

	

	

理	 事	

	

	

	

理	 事	

	

	

	

理	 事	

	

	

	

理	 事	

	

	

	

監	 事	

	

	

義煎	 信也 
 
 
 
柴田	 謙二 
 
 
 
中村	 光志 
 
 
 
石原	 洋一郎 
 
 
 
勝野	 幸男 
 
 
 
稲田	 良太郎 
 
 
 
土岐	 達也 
 
 
 
高橋	 英一	

	

北安曇郡白馬村大字北

城２８４３番地１１ 
 
 
北安曇郡白馬村大字北

城９３３番地１ 
 
 
北安曇郡白馬村大字神

城１２５１番地 
 
 
北安曇郡白馬村大字北

城１３００番地１０ 
 
 
北安曇郡白馬村大字北

城１２８６７番地３３

３ 
 
北安曇郡白馬村大字北

城１２７８番地２１ 
 
 
北安曇郡白馬村大字北

城８２８番地３２６ 
 
 
北安曇郡白馬村大字北

城５１６４番地１ 
	

	

平成29年4月1日	

～	

平成30年3月31日	

	

平成29年4月1日	

～	

平成30年3月31日	

	

平成29年4月1日	

～	

平成30年3月31日	

	

平成29年4月1日	

～	

平成30年3月31日	

	

平成29年4月1日	

～	

平成30年3月31日	

	

平成29年4月1日	

～	

平成30年3月31日	

	

平成29年4月1日	

～	

平成29年6月19日	

	

平成29年4月1日	

～	

平成30年3月31日	

	

無	

	

	

	

無	

	

	

	

無	

	

	

	

無	

	

	

	

無	

	

	

	

無	

	

	

	

無	

	

	

	

無	

	

	

	

	

	 （備考）	

			 １	 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。	

				２		前事業年度の末日現在における役員だけでなく、前事業年度の期間内において役員であったことがある者全員

について記載する。	

	 	 ３	 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。	

	 	 ４	 「住所又は居所」の欄には、特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項に掲げる書面（住民票等）によって

証された住所又は居所を記載する。	

				５		「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報

酬を受けたことがある役員のみについて記載する。	



社員のうち 1 0人以上の者の名簿	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

平成３０年３月３１日現在	

特定非営利活動法人アラヌエボ	

氏 名	 	 	 		 住 所 又 は 居 所	 	 	 	 	 	 	 	

義煎	 信也 北安曇郡白馬村大字北城２８４３番地１１

柴田	 謙二 北安曇郡白馬村大字北城９３３番地１

中村	 光志 北安曇郡白馬村大字神城１２５１番地

稲田	 良太郎 北安曇郡白馬村大字北城１２７８番地２１

石原	 洋一郎 北安曇郡白馬村大字北城１３００番地１０

勝野	 幸男 北安曇郡白馬村大字北城１２８６７番地３３３

中村	 光宏 北安曇郡白馬村大字神城２２２００番地１０３

義煎	 圭以子 北安曇郡白馬村大字北城２８４３番地１１

八木	 淳彦 北安曇郡白馬村大字神城２５４０４番地

宮嶋	 達也 北安曇郡白馬村大字北城３０２０番地１１３９

太田	 充彦 北安曇郡白馬村大字神城６６５２番地



 
以上のとおり平成２９年度、２０１７年４月１日から２０１８年３月３１日までの

第１３期事業年度における決算報告および事業報告をいたします。 
 

平成 ３０年	 ５月	 ７日 
 

特定非営利活動法人アラヌエボ	 理事長	 義	 煎	 信	 也	 ㊞ 
 
 
 
 
 
 
 

監査報告書 

  

	 私は、特定非営利活動促進法第 18条の規定に基づき、平成２９年度、２０１７
年４月１日から２０１８年３月３１日までの第１３期事業年度における特定非営

利活動法人アラヌエボの業務及び財産の状況について監査を実施いたしました。 

	 監査の方法は、重要な会議の議事録その他の重要資料を閲覧するほか理事から事

業の報告を聴取し、また財産の状況については証拠書類の閲覧、照合、質問等の合

理的な保証を得るための手続きを行いました。 

	 監査の結果、法人の業務の執行に関しては法令及び定款に違反する重大な事実は

なく、平成２９年度の特定非営利活動法人アラヌエボの財産の状況は適正なものと

認められます。 

 
平成 ３０年 	 ５月	 ７日 

 
 
 

特定非営利活動法人アラヌエボ監事	 	 	 高	 橋	 	 英	 一	 	 ㊞ 

 

 




